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福島第一原子力発電所における
救急搬送用ヘリポートの運用開始について

2017.5.25

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所 ヘリポートの運用開始

新事務本館入口付近 ヘリポート

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

国道6号

新事務本館

発電所構内

傷病者を救急搬送するためのヘリポートを福島第一原子力発電所敷地内に設置し、5月9日
に運用が可能となりました。
これにより、従来の運用(双葉町郡山海岸又は福島第二にてドクターヘリに乗り継ぎ）に比べ、
外部医療機関の処置が必要な重症者の対応が速やかに出来るようになりました。

撮影日：2017年5月10日



【参考】福島第一原子力発電所 救急医療体制及び搬送体制

常駐スタッフ：主に救急科専門医 １名
救急救命士 １名
看護師 １名
事務員 １名

・傷病者の被ばく・汚染状態確認後、診察
（必要に応じ除染実施）
・医師は所外病院への搬送要否を判断
・搬送先・搬送手段の調整

↓
所外医療機関への搬送

救急医療室（入退域管理棟内）

重篤患者の場合医師も同行

１Ｆヘリポートor
郡山海岸or福島第二
（ヘリへ引き渡し）

・傷病者状態、被ば
く線量、汚染状況
等をヘリ医師へ伝
達
・傷病者スクリーニ
ング検査証明書を
医師に手渡す

重篤患者の場合、医
師・放射線管理員が同
行し医療機関へ直行
の選択もある

富岡消防署等
（公設消防へ引き渡し）

・放射線管理員は医療機関まで同行

・複数傷病者発生時は、傷病者スクリーニング検査
証明書を救急隊員に手渡す

・傷病者を医療機関へ引き渡す

・放射線管理員が同行する際は、被
ばく線量、汚染状況等を伝達

福島第一 福島ＯＦＣ

・１Ｆにて多数傷病
者等が発生し、
医療室での搬送
先・搬送手段の
調整が困難な場
合、それをＯＦＣ
が対応

医療機関

協力
体制

東電所有の救急車

東電所有の救急車

公設救急車

(24時間体制)

※郡山海岸への搬送は
公設救急車での対応もある

構外支援

・医療スタッフ
の現場派遣

協力
体制

室内全景

エコー

除染室

レントゲン

当社所有の救急車
周辺監視区域のフェンスの内外に

各２台（計４台）配備

体内除染剤配備


